
交通施設に関する業務に係る個人情報の外部提供について 

（練馬区個人情報保護条例第 16 条関係） 

 

１ 概要 統計法第 19 条第１項に基づく一般統計調査である東京

都市圏パーソントリップ調査に係る協力について、東京都

知事から依頼があった。 

この調査は、「どのような人」が「いつ」・「どのような

目的」で「どのような交通手段」で「どこからどこへ」移

動したかについて調査するものであり、調査結果は、交通

施策の他に、災害対策、帰宅困難者対策、商業・観光施策

などに活用されている。 

東京都において、調査対象者の名簿作成、調査票の配布

および回収、調査の結果の集計等を行うため、区で調査対

象者リストをデータで作成し、東京都へ提供する。 

なお、区から東京都にリストを提供した際、調査対象者

に対しては、本人あて通知の省略に関する審議会事前一括

承認基準類型３を適用し、本人あて通知を省略する。 

２ 提供先 東京都都市整備局都市基盤部交通企画課 

３ 提供する個人情報 氏名、住所、性別、生年月日、続柄 

４ 提供時期 平成 30 年９月 

５ 提供媒体 ＣＤ-Ｒ 

６ 提供先における

個人情報の保護 

添付資料「個人情報の取り扱いについて」および「住民

基本台帳の情報の取扱いについて」のとおり 

７ 添付資料 ・東京都からの調査協力に関する依頼文 

・東京都からの個人情報の取り扱いに関する文書 

・東京都からの住民基本台帳の情報の取扱いに関する文書 

・外部提供記録票 

・第６回東京都市圏パーソントリップ調査について 

資料１ 
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８ 所管課名 都市整備部交通企画課 

９ 承認基準の追加 外部提供に関する審議会事前一括承認基準に、新たな類

型および事例を追加する。 

 

 類 型 事 例 

14 

国または地方公共団体等

が実施する調査において、

調査の実施に必要な情報

を、当該団体に対して提供

する場合 

〇統計法に基づく調査 

 

 本人あて通知の省略に関する審議会事前一括承認基準

に、新たな事例を追加する。 

 

 類 型 事 例 

３ 

業務の性質上、本人が他

の方法により知り得ること

が明白であり、個別に通知

する必要がないと認められ

る場合 

〇外部提供の類型 14 

国または地方公共

団体等が実施する調

査において、調査の実

施に必要な情報を、当

該団体に対して提供

する場合 
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平成 30年 6月 7日 

 

 

第６回東京都市圏パーソントリップ調査に係る 

住民基本台帳の情報の取扱いについて 

 

 

 東京都は第６回東京都市圏パーソントリップ調査における、練馬区の住民基本台帳の情報の利用にあ

たっては、以下のとおり取扱うものとする。 

 

（住民基本台帳の情報の利用者） 

• 東京都及び東京都の委託を遂行する受託者 

 

（住民基本台帳の情報の管理及び使用） 

• 東京都及び受託者は、住民基本台帳法、個人情報保護法、東京都個人情報の保護に関する条例に

基づき適正に管理する 

• 東京都は、個人情報管理責任者を配置し、適正な管理を行う 

• 受託者は、「個人情報に関する事務処理要領」を定め、個人情報管理者を配置し、東京都の承認を

得た上で、適正な管理を行う 

• 住民基本台帳の情報は、保管する媒体を問わず、特定の者しか取り扱わない施錠のできる場所に

保管し、鍵の保有者は台帳等を用いて明らかにする 

• 住民基本台帳の情報を取扱う電子機器は、パスワードを設定し、ネットワークに接続しない（ス

タンドアローン）ものとする 

 

（住民基本台帳の情報の受渡し） 

• 東京都との練馬区住民基本台帳の情報の受渡しは、原則、手渡しとし、これによらない場合は別

途協議の上、受渡しを行うものとする 

• 東京都と受託者の住民基本台帳の情報の受渡しは、手渡しとし、日時、職員名、受託者の担当者

名を明らかにした書類を取り交わすこととする 

 

（住民基本台帳の情報の廃棄及び返却） 

• 住民基本台帳の情報の利用を終えたときは、電子媒体は裁断処理、紙媒体は裁断、焼却及び溶解

処理、PCのデータは専用ソフトを用いて完全消去するものとする。ただし、練馬区が返却を要望

する場合はこの限りではない 

 

（住民基本台帳の情報の紛失及び漏えい） 

• 東京都は、住民基本台帳の情報の紛失及び漏えい事項が発生した場合は、適切な措置を行うとと

もに、事故及びこれに対してとった措置と今後の改善対策について、直ちに練馬区に報告する 
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第4号様式(第9条関係) 

外 部 提 供 記 録 票 

 

業 務 登 録 番 号 １ ０ ０ ２ ― ０ １   

所 管 課 名  都市整備部 交通企画課 

業 務 の 名 称  交通施設に関する業務 

外 部 提 供 先

の 住 所 お よ び 名 称 
 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都都市整備局都市基盤部交通企画課 

外部提供先の利用目的 

 東京都が東京都市圏パーソントリップ調査を実施するにあたり、調査対象

者の名簿作成、調査票の配布および回収、調査結果の集計を行うために利用

する。 

外 部 提 供 の 期 日 平成３０年９月 

外 部 提 供 す る 管 理

個人情報の記録の種別 

■ 戸籍等事項(氏名、住所、生年月日、本籍、続柄、親族関係、婚歴など) 

□ 社会的地位(職業、勤務先、役職、地位、職歴、学歴、資格など) 

□ 経済活動 (収入、財産、納税額、負債状況、公的扶助など) 

□ 心身健康 (健康状態、病歴、障害など) 

□ 生活状況 (家庭状況、居住状況、趣味・嗜好など) 

□ 知識能力 (各種試験成績、勤務成績、学業成績など) 

□ 思想信条 (支持政党、宗教、主義・主張など) 

□ その他  (                         ) 

外 部 提 供 の 根 拠 

□ 本人の同意 

□ 法令等に定めがある(根拠法令等                 ) 

□ 出版、報道等により公にされている 

□ 緊急かつやむをえないと認められる 

□ 専ら統計作成のため、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがない 

■ 審議会事項(平成30年９月４日 諮問第１号) 

□ 審議会事前一括承認基準(別表 ― ) 

外 部 提 供 の 条 件 

■ 申請目的以外の使用禁止 

■ 保管方法および保護措置に関する事項 

□ その他(                            ) 

外 部 提 供 の 形 態 

□ 閲覧・転記  □ 文書  □ 図画  □ フィルム 

■ 磁気ディスク等  □ 電算結合 

□ その他(                            ) 

個人情報保護管理責任者  交通企画課長 
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第６回東京都市圏 
パーソントリップ調査について 

平成30年３月８日 

東京都都市整備局都市基盤部交通企画課 

1



 
１ パーソントリップ調査とは 
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１ パーソントリップ調査とは 

○ PT調査は「どのような人」が「いつ」「どのような目的」で「どのような交通手段」
で「どこからどこへ」移動したかについて調査し、平日の一日のすべての移動を
捉えるものである 
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２ 第６回東京都市圏パーソントリップ調査の概要 
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（１）調査概要 

パーソン 
トリップ調査 

●第１回 
（S43) 

●第２回 
（S53) 

●第３回 
（S63) 

●第４回 
（H10) 

●第５回 
（H20) 

●第６回 
（H30) 

 

凡例 

第1回調査圏域 

第2回調査で 

新たに加わった圏域 

第3回調査で 

新たに加わった圏域 

第5回調査で 

合併に伴い拡大した圏域 

○ 東京都市圏（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県及び茨城県南部）では、過去
５回にわたりパーソントリップ調査を実施 
 共通な交通問題、課題として取り扱うべき都市圏交通圏域として一体的な
つながりを持つ範囲 

○ 統計法第十九１項に基づく一般統計調査 

＜東京都市圏交通計画協議会構成団体＞ 
 
国土交通省関東地方整備局 
茨城県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県 
横浜市・川崎市・千葉市・さいたま市・相模原市 
独立行政法人都市再生機構 
東日本高速道路株式会社 
首都高速道路株式会社 
中日本高速道路株式会社 
http://www.tokyo-pt.jp/index.html 
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・調査成果とりまとめ 

・データ作成と基礎分析 
・補完調査の実施 

・調査の準備、実施 

・事前調査の準備、実施 

・調査成果の検討 
・調査の企画 
・事前調査の実施方針 

平成28年度 

平成29年度 

平成30年度 

平成31年度 

平成32年度 

（２）調査スケジュール（予定） 
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（３）調査方法 

○ オンラインによる回答を促進する「オンライン回答先行型調査」により実施する
（平成27年国勢調査と同様の手法） 
 チェックシステムによる不明回答の削減 
 入力支援機能による回答負担の軽減  等 

IDとパスワードをはが
きで配布 

ホームページに入力 

インターネット 

Web回答が無かった 

世帯へ郵送配布 

郵送回収 
紙へ記入 

【第１段階】 

【第２段階】 

調査本部 
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（３）調査方法（Web画面イメージ） 

※検討中のため変更になる場合があります 
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（３）調査方法（調査票イメージ） 

※検討中のため変更になる場合があります 
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（４）標本率と抽出方法 

○ 平成29年１月１日現在の住民基本台帳に基づく人口から将来（H30.1）人口及
び世帯数を推計 

○ 推計した世帯数から標本率区部「0.84％」・多摩部「1.05％」として調査対象世
帯を抽出 

都県市 地域区分 
推計人口 
（5歳以上） 

推計世帯数 
（a） 

標本率 
（b） 

標本人口 
（5歳以上） 

標本世帯数 
（c） 

発送世帯数 
（d=c/0.35） 

抽出世帯数 
（d×1.2） 

東京都 
区部 9,009,179 5,080,258 0.84 75,680 42,675 121,938  146,332 

多摩部 4,050,906 2,004,932 1.05 42,531 21,054 60,170 72,214 

神奈川県 3,106,019 1,454,045 1.05 32,615 15,265 43,628 52,365 

埼玉県 5,836,378 2,677,170 1.05 61,282 28,110 80,337 96,422 

千葉県 5,129,149 2,402,036 1.05 53,857 25,224 72,091 86,527 

茨城県 1,591,292 686,926 1.05 16,707 7,213 20,621 24,753 

横浜市 3,591,448 1,766,182 1.05 37,710 18,545 52,986 63,584 

川崎市 1,419,455 728,852 1.05 14,904 7,653 21,866 26,240 

相模原市 689,823 330,235 1.05 7,243 3,467 9,906 11,888 

さいたま市 1,236,574 580,186 1.05 12,984 6,092 17,406 20,888 

千葉市 930,031 448,985 1.05 9,765 4,714 13,469 16,163 

合計 36,590,254 18,159,807 0.99 365,278 180,012 514,418  617,376  

10



練馬区共通基盤について 

 

 

「練馬区共通基盤」とは、仮想化技術を活用し、複数の業務システムを同一の

サーバ上で稼働させる仕組みである。共通基盤は、民間事業者のデータセンター

に設置し、練馬区のプライベートクラウドとして平成 27 年１月から運用してい

る。 

区の情報システムは、「情報システムの効率化、高度化に向けた取組指針※１」

に基づき、原則として、その更新時期に合わせて共通基盤へ集約し、一体的に運

用することで情報システムの効率化や情報セキュリティの強化を図っている。 

共通基盤の設置に際し、中村北分館を経由するシステムの電算結合について

は、平成 25 年９月３日諮問第 26 号において練馬区情報公開および個人情報保

護運営審議会の承認を得ている。中村北分館を経由せず、新たに専用ネットワー

クを構築し、直接共通基盤と結合するものについては、個別に諮問しているとこ

ろである。 

 平成 30 年８月現在、内部管理事務システム、グループウェアシステム、教育

ネットワークシステムなど、42 システムが共通基盤上で稼働している。 

 

※１「情報システムの効率化、高度化に向けた取組指針」（平成 25 年４月策定） 

練馬区共通基盤や民間事業者が提供するクラウドサービスの活用を推進し、

経費の削減、事業継続性やデータの安全性の向上、運用管理業務の効率化を図る

ことを目的として、向こう 10 年間の取組方針を示したもの。 

 

参 考 



高齢者の支援に関する業務に係る電子計算組織の結合について 

（練馬区個人情報保護条例第 17 条関係） 

１ 概要  地域包括支援センターでは、在宅の高齢者またはその家

族からの在宅介護等に関する総合的な相談に応じ、各種の

保健、医療、介護保険を含む福祉サービスが総合的に受け

られると同時に、在宅生活の継続に必要な個別支援を行う

ため、関係機関との連絡調整や、福祉サービスを受けるた

めに必要な計画の作成などに、地域包括支援センターシス

テム（以下、「当システム」という。）を使用している。 

 また、高齢者支援課をはじめ、高齢社会対策課、各総合

福祉事務所では、地域包括支援センターとの速やかな情報

共有を行うため、当システムを利用している。 

このたび、当システムを再構築するにあたり、情報シス

テムの効率化や情報セキュリティの強化を目的として、現

行のシステムサーバの設置場所を区役所内から練馬区共通

基盤へ移行する。 

なお、練馬区共通基盤への結合については、平成 25 年９

月３日の諮問第 26 号において既に審議会へ諮問を行ってい

るが、今回は、新たに構築された地域包括支援センターシ

ステム専用のネットワークにより練馬区共通基盤への結合

となるため、諮問を行うものである。 

２ 現行の結合方法 独立したネットワークとして区役所内に設置された当シ

ステムサーバに、地域包括支援センター（25 か所）、高齢者

支援課、高齢社会対策課、総合福祉事務所（４か所）が結

合している。 

３ 結合先 日本電子計算株式会社 

東京都江東区東陽二丁目４番 24 号 

４ 実施予定年月 平成 30 年 11 月 

５ 所管課名 高齢施策担当部高齢者支援課 

資料２ 
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６ 送受信する項目 【区が送信する項目】 

氏名、住所、性別、生年月日、個人番号、世帯番号、介

護保険被保険者番号、要介護認定状況、相談履歴、ケアプ

ラン情報、支援経過、世帯情報、使用している福祉サービ

スの内容 

【区が受信する項目】 

送信する項目と同じ 

７ 個人情報の保護 【区が講じる保護措置】 

 練馬区情報セキュリティポリシーを順守し、つぎの保護

措置を講ずる。 

(１) 区とデータセンターとは閉鎖されたネットワークで

接続し、第三者からのアクセスは行えない構成とする。 

(２) 共通基盤上のサーバに対して、決められた端末装置

からのアクセスしか許さない設定とする。 

【結合先が講じる保護措置】 

情報システムに係る委託契約等における受託情報の取扱

いに関する特記事項を順守するとともに、つぎの保護措置

を講ずる。 

(１) データセンターは、オペレーターが 24 時間 365 日間

常駐し、入館者の検査を行う。 

(２) サーバが保管された区画への入退室は生体認証によ

る入退管理システムで行う。 

(３) サーバが保管された区画に外部記録媒体の持込、持

出を行う場合は事前に区の承認を得る。 

(４) データセンターのオペレーターに対して、サーバを

操作するユーザー権限を付与しない。 

８ 添付資料 ・地域包括支援センターシステム システム構成図 

・地域包括支援センター 案内チラシ 

・電算結合記録票 
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　※１　 FW 「ファイアウォール」

現 行

今 後

練馬区

共通基盤

日本電子計算

データセンター

地域包括

支援センター

システムサーバ

専用網

高齢者支援課

総合福祉事務所

（光が丘、石神井、大泉）

地域包括支援

センター

（２５か所）

練馬区役所

高齢社会対策課

総合福祉事務所

（練馬）

地域包括支援

センター

（２５か所）

総合福祉事務所
（光が丘、石神井、大泉）

高齢者支援課

高齢社会対策課

総合福祉事務所

（練馬）

練馬区役所

FW

地域包括支援

センターシステム

地域包括支援センターシステム システム構成図

専用網
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第5号様式(第11条関係) 

 

電 算 結 合 記 録 票 

 

業 務 登 録 番 号 ０ ６ ０ ９ ― ０ ８  

所 管 課 名  高齢施策担当部 高齢者支援課 

業 務 の 名 称  高齢者の支援に関する業務 

電 算 結 合 の 目 的 

 地域包括支援センターシステムで管理する各種相談情報等の

データを安全かつ安定して共有するため、練馬区共通基盤と地域

包括支援センター、高齢者支援課、高齢社会対策課、総合福祉事

務所との間で、データの送受信を行う。 

結 合 年 月 日 平成30年11月 日(審議会 平成30年９月４日 諮問第２号) 

結 合 変 更 年 月 日 平成 年 月 日(審議会 平成 年 月 日 諮問第 号) 

電算結合の相手方

の住所および名称 

日本電子計算株式会社 

東京都江東区東陽町二丁目４番24号 

個人情報の記録項目 

 

〔提供する管理個人情報〕 

 

氏名、住所、性別、生年月日、個人番号、世帯番号、介護保険

被保険者番号、要介護認定状況、相談履歴、ケアプラン情報、支

援経過、世帯情報、使用している福祉サービスの内容 

 

 

〔提供をうける管理個人情報〕 

 

氏名、住所、性別、生年月日、個人番号、世帯番号、介護保険

被保険者番号、要介護認定状況、相談履歴、ケアプラン情報、支

援経過、世帯情報、使用している福祉サービスの内容 

 

 

 

 

個 人 情 報 保 護

管 理 責 任 者 
 高齢者支援課長 
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図書館資料の館内および館外利用等に関する業務に係る電子計算組織の結合について     

（練馬区個人情報保護条例第 17 条関係） 

１ 概要 区立図書館、受取窓口および学校開放図書館において、

資料の管理や検索、区民への貸出・返却などの図書館業務

を行うため、図書館システム（以下「当システム」という。）

を使用している。当システムのサーバは、事業者が管理す

るデータセンターに設置している。 

このたび、当システムを再構築するにあたり、情報シス

テムの効率化や情報セキュリティの強化を目的として、現

行のシステムサーバの設置場所を練馬区共通基盤へ移行す

る。 

なお、練馬区共通基盤への結合については、平成 25 年９

月３日の諮問第 26 号において既に審議会へ諮問を行ってい

るが、今回は、新たに構築された区立図書館専用のネット

ワークにより練馬区共通基盤への結合となるため、諮問を

行うものである。 

２ 結合先 日本電子計算株式会社 

東京都江東区東陽二丁目４番 24 号 

３ 実施予定年月 平成 31 年１月 

４ 所管課名 教育振興部光が丘図書館 

５ 送受信する項目 【区が送信する項目】 

利用者番号、登録資格、氏名、生年月日、住所、電話番

号、連絡先、電子メールアドレス、パスワード、貸出資料

番号、予約資料番号、貸出資料名、予約資料名、返却期限

年月日、利用登録年月日、利用者貸出区分、利用登録館名、

予約資料の受取館名 

【区が受信する項目】 

送信する項目と同じ 

 

資料３ 
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６ 個人情報の保護 【区が講じる保護措置】 

 練馬区情報セキュリティポリシーを順守し、つぎの保護

措置を講ずる。 

(１) 区（区立図書館・受取窓口）とデータセンターとは

閉鎖されたネットワークで接続し、第三者からのアク

セスは行えない構成とする。 

(２) 共通基盤上のサーバに対しては、決められた端末装

置からのアクセスしか許さない設定とする。 

(３) 利用者からの接続と区（区立図書館・受取窓口）か

らの接続を分けて、アクセスできる範囲を制限する。 

【結合先が講じる保護措置】 

情報システムに係る委託契約等における受託情報の取扱

いに関する特記事項を順守するとともに、つぎの保護措置

を講ずる。 

(１) データセンターは、オペレーターが 24 時間 365 日間

常駐し、入館者の検査を行う。 

(２) サーバが保管された区画への入退室は生体認証によ

る入退管理システムで行う。 

(３) サーバが保管された区画に外部記録媒体の持込、持

出を行う場合は事前に区の承認を得る。 

(４) データセンターのオペレーターに対して、サーバを

操作するユーザー権限を付与しない。 

７ 添付資料 ・区立図書館システム システム構成図 

・区立図書館システム 利用施設一覧 

・電算結合記録票 
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　　　=　ファイアウォール

　　= ファイアウォール

京セラ

データセンター

現 行

専用網

区立図書館
13か所

練馬区

共通基盤

日本電子計算

データセンター

受取窓口
６か所

インターネット

専用網

図書館

システム

学校開放
図書館

４か所※

区立図書館
13か所

受取窓口
６か所F W

F W

区立図書館システム システム構成図

F W

図書館

システム

インターネット

F 
W

今 後

利用者

利用者

F W

学校開放
図書館

３か所※
※区立図書館の資料が検索できる

専用端末（OPAC）のみを設置

※区立図書館の資料が検索できる
専用端末（OPAC）のみを設置
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住　所 運営業態 運営事業者

光が丘 光が丘４－１－５
直営
一部委託

図書館流通センター㈱

練馬 豊玉北６－８－１
直営
一部委託

図書館流通センター㈱

石神井 石神井台１－１６－３１
直営
一部委託

図書館流通センター㈱

平和台 平和台１－３６－１７ 指定管理 シダックス大新東ヒューマンサービス㈱

大泉 大泉学園町２－２１－１７ 指定管理 図書館流通センター㈱

関町 関町南３－１１－２ 指定管理 図書館流通センター㈱

貫井 貫井１－３６－１６ 指定管理 図書館流通センター㈱

稲荷山 大泉町１－３－１８ 指定管理 ㈱ヴィアックス

小竹 小竹町２－４３－１ 指定管理 ハートフルサポート共同事業体

南大泉 南大泉１－４４－７ 指定管理 日本コンベーションサービス㈱

南大泉分室 南大泉３－１７－２０ 指定管理 日本コンベーションサービス㈱

春日町 春日町５－３１－２－２０１ 指定管理 ㈱ヴィアックス

南田中 南田中５－１５－２２ 指定管理 図書館流通センター㈱

高野台 高野台２－２５－１ 委託 図書館流通センター㈱

豊玉 豊玉上２－２２－１５ 委託 図書館流通センター㈱

石神井公園駅 石神井町７－１－２ 委託 図書館流通センター㈱

大泉学園駅 東大泉１－２８－１ 委託 図書館流通センター㈱

北町 北町２－２６－１ 委託 図書館流通センター㈱

上石神井 上石神井１－６－１６ 委託 図書館流通センター㈱

北原小 谷原４－９－１ 委託 学校応援団

豊玉東小 豊玉北１－１６－１ 委託 学校応援団

上石神井小 上石神井４－１０－９ 委託 学校応援団

施設名

区
立
図
書
館

受
取
窓
口

学
校
開
放
図
書
館

区立図書館システム　利用施設一覧
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第5号様式(第11条関係) 

 

電 算 結 合 記 録 票 

 

業 務 登 録 番 号 １ ３ １ １ ― ０ １   

所 管 課 名  教育委員会 教育振興部 光が丘図書館 

業 務 の 名 称  図書館資料の館内および館外利用等に関する業務 

電 算 結 合 の 目 的 

 区立図書館、受取窓口および学校開放図書館で、資料の管理や

検索、区民等への貸出・返却などの図書館業務を行うため、区立

図書館専用のネットワークにより図書館システムが設置された練

馬区共通基盤へ結合する。 

結 合 年 月 日 平成31年１月  日(審議会 平成30年９月４日 諮問第３号) 

結 合 変 更 年 月 日     年 月 日(審議会    年 月 日 諮問第 号) 

電算結合の相手方

の住所および名称 

日本電子計算株式会社 

東京都江東区東陽二丁目４番24号 

個人情報の記録項目 

 

〔提供する管理個人情報〕 

 

 利用者番号、登録資格、氏名、生年月日、住所、電話番号、連

絡先、電子メールアドレス、パスワード、貸出資料番号、予約資

料番号、貸出資料名、予約資料名、返却期限年月日、利用登録年

月日、利用者貸出区分、利用登録館名、予約資料の受取館名 

 

 

〔提供を受ける個人情報〕 

 

 利用者番号、登録資格、氏名、生年月日、住所、電話番号、連

絡先、電子メールアドレス、パスワード、貸出資料番号、予約資

料番号、貸出資料名、予約資料名、返却期限年月日、利用登録年

月日、利用者貸出区分、利用登録館名、予約資料の受取館名 

個 人 情 報 保 護

管 理 責 任 者 
 光が丘図書館長 
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学校徴収金に関する業務に係る電子計算組織の結合について 

（練馬区個人情報保護条例第 17 条関係） 

１ 概要  練馬区立学校（小学校 65 校、中学校 34 校）における給

食費や教材費等の集金（以下、「学校徴収金」という。）は、

原則、保護者の口座から引き落としを行っている。 

保護者の口座から引き落とされた学校徴収金は、学校の

入金口座に入金され、その後、事務職員が、給食費を管理

する口座や教材費等を管理する学年ごとの口座に移し替え

て管理している。 

 また、食材や教材等の納入事業者への支払いは、事業者

ごとに金融機関の窓口での振込みや現金により行ってい

る。 

 このため、入金や支払いなどの状況や金銭の管理状況を

確認する際は、現金出納簿と一緒に複数の通帳や書類を突

き合わせながら行う必要があるなど、煩雑となっている。 

そこで、教職員の事務処理負担軽減や学校現場における

会計事故の防止を図るため、学校徴収金管理システムを導

入する。 

このシステムの導入により、学校の入金口座に入った金

額は、システム内で使用用途ごとに入出金管理が行えるた

め、各学校では口座間の現金の移し替えが不要となる。ま

た、事業者への支払いも、口座振込データを一括で作成で

きるため、金融機関の窓口に出向いて事業者ごとに振り込

み依頼をする手続きも不要となる。さらに、金銭管理もシ

ステム内で確認できるため、教職員や学校長に加えて、教

育委員会事務局においても確認が行えるようになる。 

なお、各学校から練馬区共通基盤への結合については、

平成 29 年 11 月 13 日の諮問第３号により既に審議会へ諮問

を行っているが、今回は新たに、練馬区共通基盤を経由し

て学校徴収金管理システムのクラウドサーバへ接続するた

資料４ 
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め、諮問を行うものである。 

２ 現行処理および

提供方法 

学校口座に入金された後、給食費や教材費等の出納口座

に現金を移し替えている。 

事業者への支払いは、各学校で事業者口座への振込みを

行うか、現金で行っている。 

金銭管理は、手書きの現金出納簿と複数の通帳や書類を

見合わせて確認している。また、保護者への決算報告は、

現金出納簿を確認しながら別途作成している。 

３ 結合先 日本電子計算株式会社 

東京都江東区東陽二丁目４番 24 号 

４ 実施予定年月 平成 31 年４月  

５ 所管課名 教育振興部教育総務課 

６ 送受信する項目 【区が送信する項目】 

学校名、児童・生徒名、学年、クラス、引き落とし口座

名義人、引き落とし口座番号、引き落とし金額、集金情報、

業者名、業者の口座情報、払込口座名義人、払込口座番号、

払込金額 

【区が受信する項目】 

送信する項目と同じ 

７ 個人情報の保護 【区が講じる保護措置】 

 練馬区学校情報セキュリティに関する要綱および練馬区

学校情報セキュリティ対策基準を順守し、つぎのとおり保

護措置を講ずる。 

(１) 区と共通基盤とは閉鎖されたネットワークで接続

し、第三者からのアクセスは行えない構成とする。 

(２) 共通基盤上のサーバおよび学校徴収金システムサー

バに対して、決められた端末装置からのアクセスしか

許さない設定とする。 
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【日本電子計算が講じる保護措置】 

情報システムに係る委託契約等における受託情報の取扱

いに関する特記事項を順守するとともに、つぎの保護措置

を講ずる。 

(１) データセンターは、オペレーターが 24 時間 365 日間

常駐し、入館者の検査を行う。 

(２) サーバが保管された区画への入退室は生体認証によ

る入退管理システムで行う。 

(３) サーバが保管された区画に外部記録媒体の持込、持

出を行う場合は事前に区の承認を得る。 

(４) データセンターのオペレーターに対して、サーバを

操作するユーザー権限を付与しない。 

【京都高度技術研究所が講じる保護措置】 

情報システムに係る委託契約等における受託情報の取扱

いに関する特記事項を順守する。また、サーバの管理につ

いては、上記と同等の保護措置を講ずるとともに、システ

ムの運用に当たっては、つぎの保護措置を講ずる。 

(１) ウイルスに対する防御策を施す。 

(２) ＩＤ・パスワードおよびＩＰアドレスの組み合わせ

によりアクセス制限を設け、区のネットワーク以外か

らのアクセスを防止する。 

(３) ログの取得、アクセス監視を行うとともに、定期的

にセキュリティパッチを当てる。 

(４) データのバックアップを行う。 

(５) 個人情報は暗号化して送受信する。 

８ 添付資料 ・学校徴収金管理システムの導入について 

・公益財団法人京都高度技術研究所 個人情報保護方針 

・公益財団法人京都高度技術研究所 情報セキュリティに

関する方針 

・電算結合記録票 
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  ＝　ファイアウォール

練馬区

区立学校

教育委員会

練馬区

共通基盤

日本電子計算

データセンター

通信事業者
の広域回線
（専用回線）

インターネット
（データは暗号化）

京都高度技術研究所

データセンター

教育ネット

ワークシステム

学校

徴収金

システム F
W

平成29年11月13日
諮問第３号

学校徴収金管理システム システム構成図

F
W

F
W

F
W

学校徴収金管理システムの導入について

１ 学校徴収金管理システムについて
・給食費や教材費など個別に管理する方式から、パソコン（システム）で一括管理す

る方式に改め、事務の簡素化と教職員の負担軽減を図る。

・教育委員会においても、同システムにより各学校の入出金状況を確認し、会計事故

防止を徹底する。

２ 実施内容

⑴ 全小中学校で現金の取り扱いを止める

全小中学校で、集金・支払いを口座振替・口座振込で行う。

⑵ 学校徴収金をパソコン（システム）で一括管理する

① 給食費・教材費等の入出金を目的別に管理する。

② 児童・生徒の入出金を個人別に管理する。

③ 事業者への出金を、パソコン（システム）を通して金融機関に依頼する。

④ 学校徴収金口座の入出金状況や残額は、校長・副校長がチェックする。

⑶ 各学校の入出金状況は教育委員会も確認する

① 各学校口座の入出金の動きは教育委員会でも共有し、定期的に確認を行う。

② 学校の年間予定に無い出金や多額の出金があれば、直ちに教育委員会が学校に

確認を行う。
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公益財団法人京都高度技術研究所個人情報保護方針 

 

 

公益財団法人京都高度技術研究所（以下、「当財団」という。）は、産・学・公連携に

よる、ソフトウェア、メカトロニクス、情報、環境、ライフサイエンス、ナノテクノロジ

ー等の先端科学技術の研究開発を通じて、科学技術の振興と地域社会の発展に寄与すると

ともに、次期リーディング産業の創出および企業の育成と、次代を担う人材の育成を図る

ことを目的に設立され、事業活動に取り組んでおります。 

当財団は、公益法人としての使命達成と設立目的達成のために実施する事業活動におい

て取り扱うすべての個人情報を大切に保護し、厳正に取り扱うことが当財団に課せられた

社会的責務であることを深く自覚し、個人情報の保護に関する法律をはじめとする関係法

令および以下の基準をすべての役職員が遵守し、個人情報の適切な取扱いと保護に努めて

まいります。 

 

１．当財団は、JIS Q 15001「個人情報保護マネジメントシステム－要求事項」に準拠した

個人情報保護マネジメントシステムを策定し、個人情報を取得、利用および提供を行

う場合はこれを遵守し、厳正な管理を行います。 

２．当財団は、財団の事業内容に沿った範囲内で、利用目的を明確にし、また、適正かつ

公正な手段によって個人情報を取得、利用、提供いたします。また、当初の利用目的

を超えて個人情報を利用、提供する場合には、あらかじめご本人の同意を得ることと

します。 

３．当財団は、個人情報の保護に関する法律をはじめとする関係法令および規範を遵守い

たします。 

４．当財団は、個人情報の漏えい、滅失又はき損などの予防ならびに是正を行います。 

５．当財団は、個人情報の取扱いおよび個人情報保護マネジメントシステムについて、ご

利用者からの苦情や相談を受け付け、迅速に対応いたします。 

６．当財団は、策定した個人情報保護マネジメントシステムを継続的に見直し、改善を行

います。 

 

 

平成17年05月20日 制定 

平成25年04月01日 改訂 

公益財団法人京都高度技術研究所 

理事長  西本 清一 
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情報セキュリティに関する方針

京都高度技術研究所 研究開発本部 情報セキュリティマネジメント

システム

基本理念

公益財団法人 京都高度技術研究所について、第一にお客様はもとより、当財団の

製品に関わる全ての人々の満足を得る事を目標とし、信頼・安心される会社を目指

す。

行動指針

1. 情報資産の機密性、完全性、可用性を確実に保護するために組織的、技術

的に適切な対策を講じ、変化する情報技術や新たな脅威に対応する。

2. 全職員に情報セキュリティ教育の実施と方針の周知徹底をはかり、意識の高

揚・維持に務める。

3. マネジメントシステム及び、情報セキュリティに関する目的を設定し、定期的に

レビューし、継続的に改善を実施し、維持する。

4. マネジメントシステムを実行・維持・改善して行くために管理責任者に責任と権

限を委譲する。

2018 年 5 月 29 日

公益財団法人 京都高度技術研究所

研究開発本部長

槌田 義之
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第5号様式(第11条関係) 

 

電 算 結 合 記 録 票 

 

業 務 登 録 番 号 １ ３ ０ １ ― １ ０   

所 管 課 名  教育委員会事務局 教育振興部 教育総務課 

業 務 の 名 称  学校徴収金に関する業務 

電 算 結 合 の 目 的 

下記の業務を行うため、各区立小中学校および教育委員会事務

局と学校徴収金管理システムのシステムサーバとの間で、練馬区

共通基盤を経由してデータの送受信を行う。 

・学校徴収金の徴収および返金業務 

・事業者等への支払い業務 

・学校口座の金銭管理業務 

結 合 年 月 日 平成31年４月 日(審議会 平成30年９月４日 諮問第４号) 

結 合 変 更 年 月 日 平成 年 月 日(審議会    年 月 日 諮問第 号) 

電算結合の相手方

の住所および名称 

日本電子計算株式会社 

東京都江東区東陽二丁目４番24号 

個人情報の記録項目 

 

〔提供する管理個人情報〕 

 

学校名、児童・生徒名、学年、クラス、引き落とし口座名義

人、引き落とし口座番号、引き落とし金額、集金情報、業者名、

業者の口座情報、払込口座名義人、払込口座番号、払込金額 

 

 

〔提供を受ける個人情報〕 

 

学校名、児童・生徒名、学年、クラス、引き落とし口座名義

人、引き落とし口座番号、引き落とし金額、集金情報、業者名、

業者の口座情報、払込口座名義人、払込口座番号、払込金額 

 

個 人 情 報 保 護

管 理 責 任 者 
 区立小・中学校長 
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